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議案第１２号

向日市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例及び向日市指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例の一部改正について

向日市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例及び向日市指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２７年２月２４日

向日市長 久 嶋 務
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条例第 号

向日市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例及び向日市指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例

（向日市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正）

第１条 向日市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例（平成２４年条例第１１号）の一部

を次のように改正する。

目次中「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」

に改める。

本則（第８３条第３項、第８４条、第１９１条第１０項、第１

９２条第２項及び第１９３条を除く。）中「複合型サービス計画」

を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に、「複合型サービス報

告書」を「看護小規模多機能型居宅介護報告書」に、「指定複合

型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」

に、「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護事業者」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模

多機能型居宅介護従業者」に改める。

第６条第２項ただし書中「又は指定介護予防サービス等の事業

の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生

労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。）

第５条第２項のサービス提供責任者」を削り、同条第５項中「指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」の次に「の同一敷
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地内」を加え、「併設されている」を「ある」に改め、同項第５

号中「第８２条第６項第１号」を「第８２条第６項」に改め、同

項第６号中「第８２条第６項第２号」を「第８２条第６項」に改

め、同項第７号中「第８２条第６項第３号」を「第８２条第６項」

に改める。

第２３条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評

価を受けて」を「行い」に改める。

第３２条第２項ただし書中「又は指定夜間対応型訪問介護事業

所」を「、指定夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業

所」に、「定期巡回サービス、随時対応サービス又は随時訪問サ

ービス」を「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に改める。

第６０条中「営むことができるよう」の次に「生活機能の維持

又は向上を目指し」を加える。

第６３条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改

め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスを提供

する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービス

の提供の開始前に当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護事業者に係る指定を行った市長に届け出るものとする。

第６５条第１項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所」を「又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

においては共同生活住居（法第８条第１９項又は法第８条の２第

１５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに」に

改め、「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「においては

施設」を加え、同条第２項中「指定居宅サービスをいう」の次に

「。以下同じ」を、「指定介護予防サービスをいう」の次に「。

以下同じ」を、「指定地域密着型介護予防サービスをいう」の次

に「。以下同じ」を、「介護保険施設」の次に「（法第８条第２

４項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。）」を加える。

第７８条の次に次の１条を加える。
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（事故発生時の対応）

第７８条の２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対す

る指定認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合

は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援

事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなら

ない。

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事

故に際して採った措置について記録しなければならない。

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知

症対応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

４ 指定認知症対応型通所介護事業者は、第６３条第４項の単独型

・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により

事故が発生した場合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な

措置を講じなければならない。

第７９条第２項第５号中「次条において準用する第４０条第２

項」を「前条第２項」に改める。

第８０条中「、第４０条」を削る。

第８２条第６項中「指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の

各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている」を「次の表の

左欄に掲げる」に、「当該各号」を「同表の中欄」 に改め、「と

きは、」の次に「同表の右欄に掲げる」を加え、同項各号を削り、

同項に次の表を加える。

当 該 指 定 小 規 指定認知症対応型共同生活介護事 介護職員

模 多 機 能 型 居 業所、指定地域密着型特定施設、

宅 介 護 事 業 所 指定地域密着型介護老人福祉施設

に 中 欄 に 掲 げ 又は指定介護療養型医療施設（医

る 施 設 等 の い 療法（昭和２３年法律第２０５号）

ず れ か が 併 設 第７条第２項第４号に規定する療

さ れ て い る 場 養病床を有する診療所であるもの

合 に限る。）
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当 該 指 定 小 規 前項中欄に掲げる施設等、指定居 看 護 師 又 は

模 多 機 能 型 居 宅サービスの事業を行う事業所、 准看護師

宅 介 護 事 業 所 指定定期巡回・随時対応型訪問介

の 同 一 敷 地 内 護看護事業所、指定認知症対応型

に 中 欄 に 掲 げ 通所介護事業所、指定介護老人福

る 施 設 等 の い 祉施設又は介護老人保健施設

ず れ か が あ る

場合

第８２条第１０項ただし書中「第６項各号」を「第６項の表の

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等の

いずれかが併設されている場合の項の中欄」に改める。

第８３条第１項ただし書中「前条第６項各号」を「前条第６項

の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施

設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に、「若しく

は」を「、」に改め、「を含む。）」の次に「若しくは法第１１５

条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同

項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を加

え、同条第３項中「指定複合型サービス事業所」の次に「（第１

９３条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条におい

て同じ。）」を加える。

第８５条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項

第１号中「１５人（」の次に「登録定員が２５人を超える指定小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次

の表に定める利用定員、」を加え、同号に次の表を加える。

登録定員 利用定員

２６人又は２７人 １６人

２８人 １７人

２９人 １８人
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第９１条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評

価を受けて」を「行い」に改める。

第１０６条中「第８２条第６項各号」を「第８２条第６項」に

改める。

第１１３条第１項に次のただし書を加える。

ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の

確保が困難であることその他地域の実情により指定認知症対応

型共同生活介護事業所の効率的運営に必要と認められる場合

は、一の事業所における共同生活住居の数を３とすることがで

きる。

第１２１条中「地域密着型介護予防サービス」を「指定地域密

着型介護予防サービス」に改める。

第１３５条を次のように改める。

第１３５条 削除

第１４８条第２項第９号を削る。

第１５１条第４項中「指定介護老人福祉施設」の次に「、指定

地域密着型介護老人福祉施設（サテライト型居住施設である指定

地域密着型介護老人福祉施設を除く。第８項第１号及び第１７項、

第１５２条第１項第６号並びに第１８０条第１項第３号において

同じ。）」を加え、同条第８項第１号中「指定介護老人福祉施設」

の次に「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加え、同条第

１２項中「指定介護予防サービス等基準」を「指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平

成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等

基準」という。）」に改め、同条第１３項中「若しくは指定介護

予防サービス等基準第９７条第１項に規定する指定介護予防通所

介護事業所」を削り、同条に次の１項を加える。

１７ 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援専門員の数

は、サテライト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介

護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又

は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定地域密着型
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介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設

の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

この場合にあって、介護支援専門員の数は、同号の規定にかか

わらず、１以上（入所者の数が１００又はその端数を増すごと

に１を標準とする。）とする。

第１５２条第１項第６号ただし書及び第１８０条第１項第３号

ただし書中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域密着

型介護老人福祉施設」を加える。

「第９章 複合型サービス」を「第９章 看護小規模多機能型

居宅介護」に改める。

第１９０条中「（以下「指定複合型サービス」という。）」を「（施

行規則第１７条の１０に規定する看護小規模多機能型居宅介護に

限る。以下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」

という。）」に改める。

第１９１条第１項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護の」に、「指定複合型サービスを」を「指

定看護小規模多機能型居宅介護を」に、「指定複合型サービス事

業を」を「指定看護小規模多機能型居宅介護を」に、「行う複合

型サービス」を「行う指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、

同条第６項中「行う指定複合型サービス」を「行う指定看護小規

模多機能型居宅介護」に改め、同条第１０項中「指定複合型サー

ビス事業者が」を「指定複合型サービス事業者（指定地域密着型

サービスに該当する複合型サービス（以下「指定複合型サービス」

という。）の事業を行う者をいう。以下同じ。）が」に、「複合型

サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に改める。

第１９３条の見出し中「指定複合型サービス事業者」を「指定

看護小規模多機能型居宅介護事業者」に改め、同条中「指定複合

型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」

に改め、「指定複合型サービス事業所」の次に「（指定複合型サ

ービスの事業を行う事業所をいう。）」を加える。

第１９４条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２

項第１号中「１５人」の次に「（登録定員が２５人を超える指定
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看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じ

て、次の表に定める利用定員）」を加え、同号に次の表を加える。

登 録 定 員 利用定員

２６人又は２７人 １６人

２８人 １７人

２９人 １８人

第１９５条第１項及び第３項中「指定複合型サービスの」を「指

定看護小規模多機能型居宅介護の」に改める。

第１９６条の見出し及び同条第１項中「指定複合型サービス」

を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第２項中「指

定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」

に、「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を

「行い」に改める。

第１９７条の見出し中「指定複合型サービス」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護」に改め、同条中「指定複合型サービスの」

を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に、「指定複合型サー

ビスは」を「指定看護小規模多機能型居宅介護は」に改める。

第２００条第１項及び第２０１条第２項中「指定複合型サービ

スの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に改める。

第２０２条中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多

機能型居宅介護の」に、「第８２条第６項各号」を「第８２条第

６項」に改める。

（向日市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

第２条 向日市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第１２

号）の一部を次のように改正する。

第７条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、
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同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び

深夜に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外

のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内

容を当該サービスの提供の開始前に当該単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護事業者に係る指定を行った市長に

届け出るものとする。

第８条第１項中「第４４条第６項第２号」を「第４４条第６項」

に、「第４４条第６項第３号」を「第４４条第６項」に改める。

第９条第１項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業所」を「又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に

おいては共同生活住居（法第８条第１９項又は法第８条の２第１

５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに」に改

め、「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「においては施

設」を加え、同条第２項中「第４４条第６項第４号」を「第４４

条第６項」に改める。

第１６条中「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号。以下「指定介

護予防支援等基準」という。）第３０条」を「向日市指定介護予

防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平

成２７年条例第 号。以下「指定介護予防支援等基準条例」とい

う。）第３１条」に改める。

第３７条に次の１項を加える。

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第７条第４項

の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサ

ービスの提供により事故が発生した場合は、第１項及び第２項

の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

第４４条第６項中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている」を「次

の表の左欄に掲げる」に、「当該各号」を「同表の中欄」に改め、
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「ときは、」の次に「同表の右欄に掲げる」を加え、同項各号を

削り、同項に次の表を加える。

当 該指 定介 護予 指定認知症対応型共同生活介護 介護職員

防 小規 模多 機能 事業所、指定地域密着型特定施

型 居宅 介護 事業 設、指定地域密着型介護老人福

所 に中 欄に 掲げ 祉施設又は指定介護療養型医療

る 施設 等の いず 施設（医療法（昭和２３年法律

れ かが 併設 され 第２０５号）第７条第２項第４

ている場合 号に規定する療養病床を有する

診療所であるものに限る。）

当 該指 定介 護予 前項中欄に掲げる施設等、指定 看護師又は

防 小規 模多 機能 居宅介護サービスの事業を行う 准看護師

型 居宅 介護 事業 事業所、指定定期巡回・随時対

所 の同 一敷 地内 応型訪問介護看護事業所、指定

に 中欄 に掲 げる 認知症対応型通所介護事業所、

施 設等 のい ずれ 指定介護老人福祉施設又は介護

かがある場合 老人保健施設

第４４条第７項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護

小規模多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業

所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条

第８項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅

介護従業者」に改め、同条第１０項ただし書中「第６項各号」を

「第６項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中

欄」に改める。

第４５条第１項ただし書中「前条第６項各号」を「前条第６項

の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に

掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に、

「若しくは」を「、」に改め、「を含む。）」の次に「若しくは法

第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合
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事業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除

く。）」を加え、同条第３項中「指定複合型サービス事業所」の

次に「（指定地域密着型サービス基準条例第１９３条に規定する

指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。）」を加

える。

第４７条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項

第１号中「１５人（」の次に「登録定員が２５人を超える指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応

じて、次の表に定める利用定員、」を加え、同号に次の表を加え

る。

登録定員 利用定員

２６人又は２７人 １６人

２８人 １７人

２９人 １８人

第６３条中「第４４条第６項各号」を「第４４条第６項」に改

める。

第６５条中「及び第３１条から第３８条まで」を「、第３１条

から第３６条まで、第３７条（第４項を除く。）及び第３８条」

に改める。

第６６条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評

価を受けて」を「行い」に改める。

第６７条第２号中「指定介護予防支援等基準第３０条」を「指

定介護予防支援等基準条例第３１条」に、「指定介護予防支援等

基準第３１条」を「指定介護予防支援等基準条例第３２条」に改

める。

第７０条中「（法第８条の２第１７項」を「（法第８条の２第

１５項」に改める。

第７４条第１項に次のただし書を加える。
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ただし、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に係

る用地の確保が困難であることその他地域の実情により指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必要と

認められる場合は、一の事業所における共同生活住居の数を３

とすることができる。

第８６条中「第３６条から第３８条まで」を「第３６条、第３

７条（第４項を除く。）、第３８条」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（介護予防訪問介護に関する経過措置）

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関

係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整

備法」という。）附則第１１条又は第１４条第２項の規定により

なおその効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整備法

附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介

護保険法（以下「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指

定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する

介護予防訪問介護又は旧法第５４条第１項第２号に規定する基準

該当介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定す

る介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについて

は、改正前の向日市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例（以下「旧指定地域密着型サ

ービス基準条例」という。）第６条第２項の規定はなおその効力

を有する。

（介護予防通所介護に関する経過措置）

３ 旧法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当す

る旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護又は法第５

４条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該当す

る旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護若しくはこ
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れに相当するサービスについては、旧指定地域密着型サービス基

準条例第１５１条第１３項の規定はなおその効力を有する。
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〈参 考〉

向日市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正（第１条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

目次 目次

第１章～第８章 略 第１章～第８章 略

第９章 看護小規模多機能型居宅介護 第９章 複合型サービス

附則 附則

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数） （定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数）

第６条 略 第６条 略

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働 ２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働

大臣が定める者（以下この章において「看護師、介護福 大臣が定める者（以下この章において「看護師、介護福

祉士等」という。）をもって充てなければならない。た 祉士等」という。）をもって充てなければならない。た

だし、利用者の処遇に支障がない場合であって、提供時 だし、利用者の処遇に支障がない場合であって、提供時

間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は看護職員との 間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は看護職員との

連携を確保しているときは、サービス提供責任者（指定 連携を確保しているときは、サービス提供責任者（指定

居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基 居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サー 準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サー

ビス等基準」という。）第５条第２項のサービス提供責 ビス等基準」という。）第５条第２項のサービス提供責

任者 任者又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及

び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚

生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基

をい 準」という。）第５条第２項のサービス提供責任者をい

う。以下同じ。）の業務に３年以上従事した経験を有す う。以下同じ。）の業務に３年以上従事した経験を有す

る者をもって充てることができる。 る者をもって充てることができる。

３及び４ 略 ３及び４ 略

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一 ５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

敷地内に次の各号に掲げるいずれかの施設等がある に次の各号に掲げるいずれかの施設等が併設され

場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支 ている場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支

障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、午後６ 障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、午後６

時から午前８時までの間において、当該施設等の職員を 時から午前８時までの間において、当該施設等の職員を

オペレーターとして充てることができる。 オペレーターとして充てることができる。

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略
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(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所（第１１０条 (5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所（第１１０条

第１項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業 第１項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業

所をいう。第６４条第１項、第６５条、第８２条第６ 所をいう。第６４条第１項、第６５条、第８２条第６

項 、第８３条第３項及び第８４条において同 項第１号、第８３条第３項及び第８４条において同

じ。） じ。）

(6) 指定地域密着型特定施設（第１２９条第１項に規定 (6) 指定地域密着型特定施設（第１２９条第１項に規定

する指定地域密着型特定施設をいう。第６４条第１ する指定地域密着型特定施設をいう。第６４条第１

項、第６５条第１項及び第８２条第６項 におい 項、第６５条第１項及び第８２条第６項第２号におい

て同じ。） て同じ。）

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設（第１５０条第１ (7) 指定地域密着型介護老人福祉施設（第１５０条第１

項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をい 項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をい

う。第６４条第１項、第６５条第１項及び第８２条第 う。第６４条第１項、第６５条第１項及び第８２条第

６項 において同じ。） ６項第３号において同じ。）

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（第１９１ (8) 指定複合型サービス事業所 （第１９１

条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護 条第１項に規定する指定複合型サービス事業所

事業所をいう。第５章から第８章までにおいて同 をいう。第５章から第８章までにおいて同

じ。） じ。）

(9)～(11) 略 (9)～(11) 略

６～12 略 ６～12 略

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方 （指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方

針） 針）

第２３条 略 第２３条 略

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、自 ２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、自

らその提供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 らその提供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の質の評価を行い の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評

、それらの結果を公表し、常にその改善を図 価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図

らなければならない。 らなければならない。

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第３２条 略 第３２条 略

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指 ２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当 定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期 該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によって指定定期 巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によって指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならな 巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならな

い。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事 い。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所が、適切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 業所が、適切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問 を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問

介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪 介護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所

問看護事業所（以下この条において「指定訪問介護事業 （以下この条において「指定訪問介護事業

所等」という。）との密接な連携を図ることにより当該 所等」という。）との密接な連携を図ることにより当該
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指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的

な運営を期待することができる場合であって、利用者の な運営を期待することができる場合であって、利用者の

処遇に支障がないときは、市長が地域の実情を勘案し適 処遇に支障がないときは、市長が地域の実情を勘案し適

切と認める範囲内において、定期巡回・随時対応型訪問 切と認める範囲内において、定期巡回サービス、随時対

介護看護 の事業の一部を、当該 応サービス又は随時訪問サービスの事業の一部を、当該

他の指定訪問介護事業所等との契約に基づき、当該指定 他の指定訪問介護事業所等との契約に基づき、当該指定

訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。 訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。

３及び４ 略 ３及び４ 略

第６０条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応 第６０条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応

型通所介護（以下「指定認知症対応型通所介護」とい 型通所介護（以下「指定認知症対応型通所介護」とい

う。）の事業は、要介護状態となった場合においても、 う。）の事業は、要介護状態となった場合においても、

その認知症（法第５条の２に規定する認知症をいう。以 その認知症（法第５条の２に規定する認知症をいう。以

下同じ。）である利用者（その者の認知症の原因となる 下同じ。）である利用者（その者の認知症の原因となる

疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）が可能 疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立し な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は た日常生活を営むことができるよう

向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を 、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を

行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身 行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身

の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負 の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負

担の軽減を図るものでなければならない。 担の軽減を図るものでなければならない。

（設備及び備品等） （設備及び備品等）

第６３条 略 第６３条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間

及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以

外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サー

ビスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該単独型

・併設型指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定を

行った市長に届け出るものとする。

５ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単 ４ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単

独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者 独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症 の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認 対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一 知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定地域密着型 体的に運営されている場合については、指定地域密着型

介護予防サービス基準条例第７条第１項から第３項まで 介護予防サービス基準条例第７条第１項から第３項まで

に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第 に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前

１項から第３項までに規定する基準を満たしているもの ３項 に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 とみなすことができる。
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（利用定員等） （利用定員等）

第６５条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用 第６５条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用

定員（当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所にお 定員（当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所にお

いて同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受 いて同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受

けることができる利用者の数の上限をいう。）は、指定 けることができる利用者の数の上限をいう。）は、指定

認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知 認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知症

症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居 対応型共同生活介護事業所

（法第８条第１９項又は法第８条の２第１５項に規定す

る共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに、指定地域 、指定地域

密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設に 密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設

おいては施設ごとに１日当たり３人以下とする。 ごとに１日当たり３人以下とする。

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅 ２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅

サービス（法第４１条第１項に規定する指定居宅サービ サービス（法第４１条第１項に規定する指定居宅サービ

スをいう。以下同じ。）、指定地域密着型サービス、指 スをいう 。）、指定地域密着型サービス、指

定居宅介護支援（法第４６条第１項に規定する指定居宅 定居宅介護支援（法第４６条第１項に規定する指定居宅

介護支援をいう。）、指定介護予防サービス（法第５３ 介護支援をいう。）、指定介護予防サービス（法第５３

条第１項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下 条第１項に規定する指定介護予防サービスをいう

同じ。）、指定地域密着型介護予防サービス（法第５４ 。）、指定地域密着型介護予防サービス（法第５４

条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービ 条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービ

スをいう。以下同じ。）若しくは指定介護予防支援（法 スをいう 。）若しくは指定介護予防支援（法

第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。） 第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。）

の事業又は介護保険施設（法第８条第２４項に規定する の事業又は介護保険施設

介護保険施設をいう。以下同じ。）若しくは指定介護療 若しくは指定介護療

養型医療施設の運営（第８２条第７項において「指定居 養型医療施設の運営（第８２条第７項において「指定居

宅サービス事業等」という。）について３年以上の経験 宅サービス事業等」という。）について３年以上の経験

を有する者でなければならない。 を有する者でなければならない。

（事故発生時の対応）

第７８条の２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用

者に対する指定認知症対応型通所介護の提供により事故

が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者

に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じなければならない。

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状

況及び事故に際して採った処置について記録しなければ

ならない。

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する

指定認知症対応型通所介護の提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければな

らない。

４ 指定認知症対応型通所介護事業者は、第６３条第４項
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の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサー

ビスの提供により事故が発生した場合は、第１項及び第

２項の規定に準じた必要な措置を講じなければならな

い。

（記録の整備） （記録の整備）

第７９条 略 第７９条 略

２ 略 ２ 略

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略

(5) 前条第２項 に規定する事 (5) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事

故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

（準用） （準用）

第８０条 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８ 第８０条 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８

条まで、第２０条、第２２条、第２８条、第３４条から 条まで、第２０条、第２２条、第２８条、第３４条から

第３８条まで 、第４１条及び第５３条の規定 第３８条まで、第４０条、第４１条及び第５３条の規定

は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用す は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用す

る。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規 る。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規

定する運営規程」とあるのは「第７３条に規定する重要 定する運営規程」とあるのは「第７３条に規定する重要

事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介 事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業 護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業

者」と、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看 者」と、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」 護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」

と読み替えるものとする。 と読み替えるものとする。

（従業者の員数等） （従業者の員数等）

第８２条 略 第８２条 略

２～５ 略 ２～５ 略

６ 次の表の左欄に掲げる ６ 指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいず

場合において、前 れかに掲げる施設等が併設されている場合において、前

各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型 各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型

居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等 居宅介護従業者を置くほか、当該各号 に掲げる施設等

の人員に関する基準を満たす従業者を置いているとき の人員に関する基準を満たす従業者を置いているとき

は、同表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従 は、 当該小規模多機能型居宅介護従

業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事するこ 業者は、当該各号 に掲げる施設等の職務に従事するこ

とができる。 とができる。

(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(2) 指定地域密着型特定施設

(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(4) 指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律

第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床

を有する診療所であるものに限る。）
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当該指定小規模多 指定認知症対応型共同 介護職員

機能型居宅介護事 生活介護事業所、指定

業所に中欄に掲げ 地域密着型特定施設、

る施設等のいずれ 指定地域密着型介護老

かが併設されてい 人福祉施設又は指定介

る場合 護療養型医療施設（医

療法（昭和２３年法律

第２０５号）第７条第

２項第４号に規定する

療養病床を有する診療

所 で あ る も の に 限

る。）

当該指定小規模多 前項中欄に掲げる施設 看護師又は准

機能型居宅介護事 等、指定居宅サービス 看護師

業所の同一敷地内 の事業を行う事業所、

に中欄に掲げる施 指定定期巡回・随時対

設等のいずれかが 応型訪問介護看護事業

ある場合 所、指定認知症対応型

通所介護事業所、指定

介護老人福祉施設又は

介護老人保健施設

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模 ７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模

多機能型居宅介護事業所（指定小規模多機能型居宅介護 多機能型居宅介護事業所（指定小規模多機能型居宅介護

事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健 事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健

医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を有 医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を有

する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小 する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定複合型

規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定 サービス事業者 により設置される当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能 小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能

型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護 型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所

事業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所 であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所

に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援 に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援

を行うもの（以下「本体事業所」という。）との密接な を行うもの（以下「本体事業所」という。）との密接な

連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）に置く 連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）に置く

べき訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介 べき訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介

護従業者については、本体事業所の職員により当該サテ 護従業者については、本体事業所の職員により当該サテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の

処遇が適切に行われると認められるときは、１人以上と 処遇が適切に行われると認められるときは、１人以上と

することができる。 することができる。

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模 ８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模

多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時 多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時

間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う小規模 間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う小規模

多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介 多機能型居宅介護従業者又は複合型サービス従業者

護従業者（第１９１条第１項に規定する看護小規模多機 （第１９１条第１項に規定する複合型サービス

能型居宅介護従業者をいう。）により当該サテライト型 従業者 をいう。）により当該サテライト型
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指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適 指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適

切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間 切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間

帯を通じて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業 帯を通じて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業

者を置かないことができる。 者を置かないことができる。

９ 略 ９ 略

10 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る 10 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る

居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作 居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作

成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならな 成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならな

い。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支 い。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支

障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業 障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居 所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所に併設する第６項の表の当該指定小規模多 宅介護事業所に併設する第６項各号

機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれか

が併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務 に掲げる施設等の職務

に従事することができる。 に従事することができる。

11～13 略 11～13 略

（管理者） （管理者）

第８３条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小 第８３条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小

規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事 規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指 する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指

定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場 定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場

合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職 合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職

務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業 務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所に併設する前条第６項の表の当該指定小規模多機能型 所に併設する前条第６項各号

居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設

されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、 に掲げる施設等の職務若しく

同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 は同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護 事業所の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪 看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪

問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受 問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受

け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業 け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業

に係る職務を含む。）若しくは法第１１５条の４５第１ に係る職務を含む。）

項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第

１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）に に

従事することができるものとする。 従事することができるものとする。

２ 略 ２ 略

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサ ３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサ

ービスセンター（老人福祉法第２０条の２の２に規定す ービスセンター（老人福祉法第２０条の２の２に規定す

る老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。）、介 る老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。）、介

護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、 護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、
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指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サー 指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サー

ビス事業所（第１９３条に規定する指定複合型サービス ビス事業所

事業所をいう。次条において同じ。）等の従業者又は訪 等の従業者又は訪

問介護員等（介護福祉士又は法第８条第２項に規定する 問介護員等（介護福祉士又は法第８条第２項に規定する

政令で定める者をいう。次条、第１１１条第２項、第１ 政令で定める者をいう。次条、第１１１条第２項、第１

１２条、第１９２条第２項及び第１９３条において同 １２条、第１９２条第２項及び第１９３条において同

じ。）として３年以上認知症である者の介護に従事した じ。）として３年以上認知症である者の介護に従事した

経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研 経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研

修を修了しているものでなければならない。 修を修了しているものでなければならない。

（登録定員及び利用定員） （登録定員及び利用定員）

第８５条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登 第８５条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登

録定員（登録者の数（当該指定小規模多機能型居宅介護 録定員（登録者の数（当該指定小規模多機能型居宅介護

事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の 事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護 指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護

の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合に が同一の事業所において一体的に運営されている場合に

あっては、登録者の数及び指定地域密着型介護予防サー あっては、登録者の数及び指定地域密着型介護予防サー

ビス基準条例第４７条第１項に規定する登録者の数の合 ビス基準条例第４７条第１項に規定する登録者の数の合

計数）の上限をいう。以下この章において同じ。）を２ 計数）の上限をいう。以下この章において同じ。）を２

９人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所 ５人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては、１８人）以下とする。 にあっては、１８人）以下とする。

２ 略 ２ 略

(1) 通いサービス 登録定員の２分の１から１５人（登 (1) 通いサービス 登録定員の２分の１から１５人（

録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護

事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定め

る利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介 サテライト型指定小規模多機能型居宅介

護事業所にあっては、１２人）まで 護事業所にあっては、１２人）まで

登録定員 利用定員

２６人又は２７人 １６人

２８人 １７人

２９人 １８人

(2) 略 (2) 略

（指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針） （指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針）

第９１条 略 第９１条 略

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供 ２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供

する指定小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い する指定小規模多機能型居宅介護の質の評価を行うとと

、それらの もに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの
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結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

（居住機能を担う併設施設等への入居） （居住機能を担う併設施設等への入居）

第１０６条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、可能 第１０６条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、可能

な限り、利用者がその居宅において生活を継続できるよ な限り、利用者がその居宅において生活を継続できるよ

う支援することを前提としつつ、利用者が第８２条第６ う支援することを前提としつつ、利用者が第８２条第６

項 に掲げる施設等その他の施設へ入所等を希望した 項各号に掲げる施設等その他の施設へ入所等を希望した

場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう、必 場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう、必

要な措置を講じるよう努めるものとする。 要な措置を講じるよう努めるものとする。

（従業者の員数） （従業者の員数）

第１１０条 略 第１１０条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模 ４ 指定認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模

多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居 多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所

宅介護事業所が併設されている場合において、前３項に が併設されている場合において、前３項に

定める員数を満たす介護従業者を置くほか、第８２条に 定める員数を満たす介護従業者を置くほか、第８２条に

定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関す 定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関す

る基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いて る基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いて

いるとき又は第１９１条に定める指定看護小規模多機能 いるとき又は第１９１条に定める指定複合型サービス事

型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす看護小規 業所 の人員に関する基準を満たす複合型サ

模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該介 ービス従業者 を置いているときは、当該介

護従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又 護従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又

は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事 は指定複合型サービス事業所 の職務に従事

することができる。 することができる。

５及び６ 略 ５及び６ 略

７ 第５項の計画作成担当者のうち１以上の者は、介護支 ７ 第５項の計画作成担当者のうち１以上の者は、介護支

援専門員をもって充てなければならない。ただし、併設 援専門員をもって充てなければならない。ただし、併設

する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小 する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型

規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携 サービス事業所 の介護支援専門員との連携

を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護事 を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護事

業所の効果的な運営を期待することができる場合であっ 業所の効果的な運営を期待することができる場合であっ

て、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かない て、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かない

ことができるものとする。 ことができるものとする。

８～10 略 ８～10 略

（管理者） （管理者）

第１１１条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共 第１１１条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共

同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者 同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者

を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理 を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理

上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従 上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従

事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しく 事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しく

は併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは は併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは
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指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事す 指定複合型サービス事業所 の職務に従事す

ることができるものとする。 ることができるものとする。

２ 略 ２ 略

第１１３条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共 第１１３条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共

同生活住居を有するものとし、その数は１又は２とす 同生活住居を有するものとし、その数は１又は２とす

る。ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所に係 る。

る用地の確保が困難であることその他地域の実情により

指定認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必

要と認められる場合は、一の事業所における共同生活住

居の数を３とすることができる。

２～７ 略 ２～７ 略

（管理者による管理） （管理者による管理）

第１２１条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施 第１２１条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施

設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定 設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定

介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サー 介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス

ビスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施 の事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施

設を管理する者であってはならない。ただし、これらの 設を管理する者であってはならない。ただし、これらの

事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共 事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共

同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでな 同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでな

い。 い。

（従業者の員数） （従業者の員数）

第１３０条 略 第１３０条 略

２～８ 略 ２～８ 略

９ 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介 ９ 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介

護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が 護事業所又は指定複合型サービス事業所 が

併設されている場合においては、当該指定地域密着型特 併設されている場合においては、当該指定地域密着型特

定施設の員数を満たす従業者を置くほか、第８２条に定 定施設の員数を満たす従業者を置くほか、第８２条に定

める指定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関する める指定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関する

基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いてい 基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いてい

るとき又は第１９１条に定める指定看護小規模多機能型 るとき又は第１９１条に定める指定複合型サービス事業

居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす看護小規模 所 の人員に関する基準を満たす複合型サー

多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該指定 ビス従業者 を置いているときは、当該指定

地域密着型特定施設の従業者は、当該指定小規模多機能 地域密着型特定施設の従業者は、当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護 型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所

事業所の職務に従事することができる。 の職務に従事することができる。

10 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者について 10 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者について

は、併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は は、併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門 指定複合型サービス事業所 の介護支援専門

員により当該指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が 員により当該指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が

適切に行われると認められるときは、これを置かないこ 適切に行われると認められるときは、これを置かないこ
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とができる。 とができる。

（管理者） （管理者）

第１３１条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業 第１３１条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業

者は、指定地域密着型特定施設ごとに専らその職務に従 者は、指定地域密着型特定施設ごとに専らその職務に従

事する管理者を置かなければならない。ただし、指定地 事する管理者を置かなければならない。ただし、指定地

域密着型特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定 域密着型特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定

地域密着型特定施設における他の職務に従事し、又は同 地域密着型特定施設における他の職務に従事し、又は同

一敷地内にある他の事業所、施設等、本体施設の職務 一敷地内にある他の事業所、施設等、本体施設の職務

（本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての （本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての

職務を除く。）若しくは併設する指定小規模多機能型居 職務を除く。）若しくは併設する指定小規模多機能型居

宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業 宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所

所の職務に従事することができるものとする。 の職務に従事することができるものとする。

（法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意）

第１３５条 削除 第１３５条 老人福祉法第２９条第１項に規定する有料老

人ホームである指定地域密着型特定施設において指定地

域密着型特定施設入居者生活介護（利用期間を定めて行

うものを除く。以下この条において同じ。）を提供する

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、当該

指定地域密着型特定施設入居者生活介護を法定代理受領

サービスとして提供する場合は、利用者の同意がその条

件であることを当該利用者に説明し、その意思を確認し

なければならない。

（記録の整備） （記録の整備）

第１４８条 略 第１４８条 略

２ 略 ２ 略

(1)～(8) 略 (1)～(8) 略

(9) 施行規則第６５条の４第４号に規定する書類

（従業者の員数） （従業者の員数）

第１５１条 略 第１５１条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 第１項第１号の規定にかかわらず、サテライト型居住 ４ 第１項第１号の規定にかかわらず、サテライト型居住

施設（当該施設を設置しようとする者により設置される 施設（当該施設を設置しようとする者により設置される

当該施設以外の指定介護老人福祉施設、指定地域密着型 当該施設以外の指定介護老人福祉施設

介護老人福祉施設（サテライト型居住施設である指定地

域密着型介護老人福祉施設を除く。第８項第１号及び第

１７項、第１５２条第１項第６号並びに第１８０条第１

項第３号において同じ。）、介護老人保健施設又は病院 、介護老人保健施設又は病院

若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有 若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有

するもの（以下この章において「本体施設」という。） するもの（以下この章において「本体施設」という。）

との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で
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運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以 運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以

下同じ。）の医師については、本体施設の医師により当 下同じ。）の医師については、本体施設の医師により当

該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行 該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行

われると認められるときは、これを置かないことができ われると認められるときは、これを置かないことができ

る。 る。

５～７ 略 ５～７ 略

８ 略 ８ 略

(1) 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人 (1) 指定介護老人福祉施設

福祉施設 栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門 栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門

員 員

(2)及び(3) 略 (2)及び(3) 略

９～11 略 ９～11 略

12 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活 12 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活

介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、 介護事業所又は指定介護予防サービス等基準

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１

８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービ

ス等基準」という。）第１２９条第１項に規定する指定 第１２９条第１項に規定する指定

介護予防短期入所生活介護事業所（以下「指定短期入所 介護予防短期入所生活介護事業所（以下「指定短期入所

生活介護事業所等」という。）が併設される場合におい 生活介護事業所等」という。）が併設される場合におい

ては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師につい ては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師につい

ては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師によ ては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師によ

り当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管 り当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管

理が適切に行われると認められるときは、これを置かな 理が適切に行われると認められるときは、これを置かな

いことができる。 いことができる。

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業 13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業

所（指定居宅サービス等基準第９３条第１項に規定する 所（指定居宅サービス等基準第９３条第１項に規定する

指定通所介護事業所をいう。以下同じ。） 指定通所介護事業所をいう。以下同じ。）若しくは指定

介護予防サービス等基準第９７条第１項に規定する指定

、指定短期入所生活介護事業所 介護予防通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所

等又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事 等又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事

業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準条例 業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準条例

第５条第１項に規定する併設型指定介護予防認知症対応 第５条第１項に規定する併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合におい 型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合におい

ては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は ては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は

機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老 機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老

人福祉施設の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員に 人福祉施設の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員に

より当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認め より当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認め

られるときは、これを置かないことができる。 られるときは、これを置かないことができる。

14 略 14 略
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15 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能 15 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能

型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護 型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所

事業所が併設される場合においては、当該指定地域密着 が併設される場合においては、当該指定地域密着

型介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該 型介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該

併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定 併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員に 複合型サービス事業所 の介護支援専門員に

より当該指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処 より当該指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処

遇が適切に行われると認められるときは、これを置かな 遇が適切に行われると認められるときは、これを置かな

いことができる。 いことができる。

16 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能 16 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能

型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事 型居宅介護事業所、指定複合型サービス事業所

業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４ 又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４

４条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅 ４条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所 介護事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所

等」という。）が併設される場合においては、当該指定 等」という。）が併設される場合においては、当該指定

地域密着型介護老人福祉施設が前各項に定める人員に関 地域密着型介護老人福祉施設が前各項に定める人員に関

する基準を満たす従業者を置くほか、当該指定小規模多 する基準を満たす従業者を置くほか、当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所等に第８２条若しくは第１９１条 機能型居宅介護事業所等に第８２条若しくは第１９１条

又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条 又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条

に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれてい に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれてい

るときは、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業 るときは、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業

者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務 者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務

に従事することができる。 に従事することができる。

17 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援専門員

の数は、サテライト型居住施設の本体施設である指定地

域密着型介護老人福祉施設であって、当該サテライト型

居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあ

っては、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数

及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を

基礎として算出しなければならない。この場合にあっ

て、介護支援専門員の数は、同号の規定にかかわらず、

１以上（入所者の数が１００又はその端数を増すごとに

１を標準とする。）とする。

（設備） （設備）

第１５２条 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基 第１５２条 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基

準は、次のとおりとする。 準は、次のとおりとする。

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略

(6) 医務室 医療法第１条の５第２項に規定する診療所 (6) 医務室 医療法第１条の５第２項に規定する診療所

とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬 とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬

品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査 品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査
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設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人 設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人

福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設である 福祉施設 である

サテライト型居住施設については医務室を必要とせ サテライト型居住施設については医務室を必要とせ

ず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機 ず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機

器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設ける 器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設ける

ことで足りるものとする。 ことで足りるものとする。

(7)～(9) 略 (7)～(9) 略

２ 略 ２ 略

（設備） （設備）

第１８０条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設 第１８０条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

の設備の基準は、次のとおりとする。 の設備の基準は、次のとおりとする。

(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略

(3) 医務室 医療法第１条の５第２項に規定する診療所 (3) 医務室 医療法第１条の５第２項に規定する診療所

とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬 とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬

品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査 品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査

設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人 設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人

福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設である 福祉施設 である

サテライト型居住施設については医務室を必要とせ サテライト型居住施設については医務室を必要とせ

ず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機 ず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機

器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設ける 器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設ける

ことで足りるものとする。 ことで足りるものとする。

(4)及び(5) 略 (4)及び(5) 略

２ 略 ２ 略

第９章 看護小規模多機能型居宅介護 第９章 複合型サービス

（基本方針） （基本方針）

第１９０条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サ 第１９０条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サ

ービス（施行規則第１７条の１０に規定する看護小規模 ービス（以下「指定複合型サービス」という。）

多機能型居宅介護に限る。以下この章において「指定看

護小規模多機能型居宅介護」という。） の事業 の事業

は、指定居宅サービス等基準第５９条に規定する訪問看 は、指定居宅サービス等基準第５９条に規定する訪問看

護の基本方針及び第８１条に規定する小規模多機能型居 護の基本方針及び第８１条に規定する小規模多機能型居

宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならな 宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならな

い。 い。

（従業者の員数等） （従業者の員数等）

第１９１条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行 第１９１条 指定複合型サービスの 事業を行

う者（以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」 う者（以下「指定複合型サービス事業者 」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定看護小 という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定複合型

規模多機能型居宅介護事業所」という。）ごとに置くべ サービス事業所 」という。）ごとに置くべ

き指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業 き指定複合型サービスの 提供に当たる従業

者（以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者」とい 者（以下「複合型サービス従業者 」とい
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う。）の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に う。）の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に

指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小 指定複合型サービスの 提供に当たる複合型

規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法 サービス従業者 については、常勤換算方法

で、通いサービス（登録者（指定看護小規模多機能型居 で、通いサービス（登録者（指定複合型サービスを

宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介 利用するために指定複合型サービス事業所

護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。）を指定 に登録を受けた者をいう。以下同じ。）を指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定 複合型サービス事業所 に通わせて行う指定

看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）の提 複合型サービス事業を いう。以下同じ。）の提

供に当たる者をその利用者の数が３又はその端数を増す 供に当たる者をその利用者の数が３又はその端数を増す

ごとに１以上及び訪問サービス（看護小規模多機能型居 ごとに１以上及び訪問サービス（複合型サービス従業者

宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅におい が登録者の居宅を訪問し、当該居宅におい

て行う指定看護小規模多機能型居宅介護（本体事業所で て行う複合型サービス （本体事業所で

ある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては ある指定複合型サービス事業所 にあっては

当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型 当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多 居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定 機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定

看護小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下こ 複合型サービス を含む。）をいう。以下こ

の章において同じ。）の提供に当たる者を２以上とし、 の章において同じ。）の提供に当たる者を２以上とし、

夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型 夜間及び深夜の時間帯を通じて指定複合型サービスの

居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従 提供に当たる複合型サービス従業者

業者については、夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の については、夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の

時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第 時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第

６項において同じ。）に当たる者を１以上及び宿直勤務 ６項において同じ。）に当たる者を１以上及び宿直勤務

に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。 に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。

２ 略 ２ 略

３ 第１項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち１ ３ 第１項の複合型サービス従業者 のうち１

以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなければならな 以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなければならな

い。 い。

４ 第１項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち、 ４ 第１項の複合型サービス従業者 のうち、

常勤換算方法で２.５以上の者は、看護職員でなければ 常勤換算方法で２.５以上の者は、看護職員でなければ

ならない。 ならない。

５ 略 ５ 略

６ 宿泊サービス（登録者を指定看護小規模多機能型居宅 ６ 宿泊サービス（登録者を指定複合型サービス事業所

介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居 に宿泊させて行う指定複合型サービス

宅介護（本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅 （本体事業所である指定複合型サービス事業所

介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライ にあっては、当該本体事業所に係るサテライ

ト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト ト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト

型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者 型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者

の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、 の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、

当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護 当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定複合



- 16 -

小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下同 型サービス を含む。）をいう。以下同

じ。）の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の じ。）の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の

時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供する 時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供する

ために必要な連絡体制を整備しているときは、第１項の ために必要な連絡体制を整備しているときは、第１項の

規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間 規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間

及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機 及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる複合型サービス

能型居宅介護従業者を置かないことができる。 従業者 を置かないことができる。

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号の ７ 指定複合型サービス事業所 に次の各号の

いずれかに掲げる施設等が併設されている場合におい いずれかに掲げる施設等が併設されている場合におい

て、前各項に定める人員に関する基準を満たす看護小規 て、前各項に定める人員に関する基準を満たす複合型サ

模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げ ービス従業者 を置くほか、当該各号に掲げ

る施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いてい る施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いてい

るときは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、 るときは、当該複合型サービス従業者 は、

当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができ 当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができ

る。 る。

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略

８ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に ８ 指定複合型サービス事業者 は、登録者に

係る居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護 係る居宅サービス計画及び複合型サービス計画

計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなけれ の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなけれ

ばならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の ばならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の

処遇に支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型 処遇に支障がない場合は、当該指定複合型サービス事業

居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定看護 所の他の職務に従事し、又は当該指定複合型サービス事

小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前項各号に掲 業所に併設する前項各号に掲げる施設等の職務に従事す

げる施設等の職務に従事することができる。 ることができる。

９ 略 ９ 略

10 指定複合型サービス事業者（指定地域密着型サービス 10 指定複合型サービス事業者が

に該当する複合型サービス（以下「指定複合型サービ

ス」という。）の事業を行う者をいう。以下同じ。）が

指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定看 指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定複

護小規模多機能型居宅介護の事業と指定訪問看護の事業 合型サービスの 事業と指定訪問看護の事業

とが同一の事業所において一体的に運営されている場合 とが同一の事業所において一体的に運営されている場合

に、指定居宅サービス等基準第６０条第１項第１号イに に、指定居宅サービス等基準第６０条第１項第１号イに

規定する人員に関する基準を満たすとき（同条第４項の 規定する人員に関する基準を満たすとき（同条第４項の

規定により同条第１項第１号イ及び第２号に規定する基 規定により同条第１項第１号イ及び第２号に規定する基

準を満たしているものとみなされているとき及び第６条 準を満たしているものとみなされているとき及び第６条

第１２項の規定により同条第１項第４号アに規定する基 第１２項の規定により同条第１項第４号アに規定する基

準を満たしているものとみなされているときを除く。） 準を満たしているものとみなされているときを除く。）

は、当該指定複合型サービス事業者は、第４項に規定す は、当該指定複合型サービス事業者は、第４項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。 る基準を満たしているものとみなすことができる。

（管理者） （管理者）
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第１９２条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、 第１９２条 指定複合型サービス事業者 は、

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその 指定複合型サービス事業所 ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。

ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理 ただし、指定複合型サービス事業所 の管理

上支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅 上支障がない場合は、当該指定複合型サービス事業所

介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある

他の事業所、施設等若しくは当該指定看護小規模多機能 他の事業所、施設等若しくは当該指定複合型サービス事

型居宅介護事業所に併設する前条第７項各号に掲げる施 業所 に併設する前条第７項各号に掲げる施

設等の職務に従事することができるものとする。 設等の職務に従事することができるものとする。

２ 略 ２ 略

（指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） （指定複合型サービス事業者 の代表者）

第１９３条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代 第１９３条 指定複合型サービス事業者 の代

表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ 表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ

ー、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護事 ー、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護事

業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合 業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合

型サービス事業所（指定複合型サービスの事業を行う事 型サービス事業所

業所をいう。）等の従業者、訪問介護員等として認知症 等の従業者、訪問介護員等として認知症

である者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健 である者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健

医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経 医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経

験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修 験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修

を修了しているもの又は保健師若しくは看護師でなけれ を修了しているもの又は保健師若しくは看護師でなけれ

ばならない。 ばならない。

（登録定員及び利用定員） （登録定員及び利用定員）

第１９４条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、 第１９４条 指定複合型サービス事業所 は、

その登録定員（登録者の数の上限をいう。以下この章に その登録定員（登録者の数の上限をいう。以下この章に

おいて同じ。）を２９人以下とする。 おいて同じ。）を２５人以下とする。

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げ ２ 指定複合型サービス事業所 は、次に掲げ

る範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利 る範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利

用定員（当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に 用定員（当該指定複合型サービス事業所 に

おけるサービスごとの１日当たりの利用者の数の上限を おけるサービスごとの１日当たりの利用者の数の上限を

いう。以下この章において同じ。）を定めるものとす いう。以下この章において同じ。）を定めるものとす

る。 る。

(1) 通いサービス 登録定員の２分の１から１５人（登 (1) 通いサービス 登録定員の２分の１から１５人

録定員が２５人を超える指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に

定める利用定員）まで まで

登録定員 利用定員

２６人又は２７人 １６人

２８人 １７人
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２９人 １８人

(2) 略 (2) 略

（設備及び備品等） （設備及び備品等）

第１９５条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、 第１９５条 指定複合型サービス事業所 は、

居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非 居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非

常災害に際して必要な設備その他指定看護小規模多機能 常災害に際して必要な設備その他指定複合型サービスの

型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなけれ 提供に必要な設備及び備品等を備えなけれ

ばならない。 ばならない。

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 ２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 略 (1) 略

(2) 宿泊室 (2) 宿泊室

ア 略 ア 略

イ 一の宿泊室の床面積は、７.４３平方メートル以 イ 一の宿泊室の床面積は、７.４３平方メートル以

上としなければならない。ただし、指定看護小規模 上としなければならない。ただし、指定複合型サー

多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である場 ビス事業所 が病院又は診療所である場

合であって定員が１人である宿泊室の床面積につい 合であって定員が１人である宿泊室の床面積につい

ては、６.４平方メートル以上とすることができ ては、６.４平方メートル以上とすることができ

る。 る。

ウ及びエ 略 ウ及びエ 略

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定看護小規模多機 ３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定複合型サービス

能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならな の 事業の用に供するものでなければならな

い。ただし、利用者に対する指定看護小規模多機能型居 い。ただし、利用者に対する指定複合型サービスの

宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 提供に支障がない場合は、この限りでない。

４ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の ４ 指定複合型サービス事業所 は、利用者の

家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観 家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観

点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地 点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地

域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにし 域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにし

なければならない。 なければならない。

（指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針） （指定複合型サービス の基本取扱方針）

第１９６条 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者 第１９６条 指定複合型サービス は、利用者

の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その

目標を設定し、計画的に行われなければならない。 目標を設定し、計画的に行われなければならない。

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその ２ 指定複合型サービス事業者 は、自らその

提供する指定看護小規模多機能型居宅介護の質の評価を 提供する指定複合型サービスの 質の評価を

行い 、 行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、

それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければな それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければな

らない。 らない。

（指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） （指定複合型サービス の具体的取扱方針）
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第１９７条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は、 第１９７条 指定複合型サービスの 方針は、

次に掲げるところによるものとする。 次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み (1) 指定複合型サービスは 、利用者が住み

慣れた地域での生活を継続することができるよう、利 慣れた地域での生活を継続することができるよう、利

用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている 用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている

環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿 環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿

泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上 泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上

の管理の下で妥当適切に行うものとする。 の管理の下で妥当適切に行うものとする。

(2) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一 (2) 指定複合型サービスは 、利用者一人一

人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って 人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って

家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう 家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう

配慮して行うものとする。 配慮して行うものとする。

(3) 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たって (3) 指定複合型サービスの 提供に当たって

は、看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然 は、複合型サービス計画 に基づき、漫然

かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及び かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及び

その者が日常生活を営むことができるよう必要な援助 その者が日常生活を営むことができるよう必要な援助

を行うものとする。 を行うものとする。

(4) 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、指定看護小 (4) 複合型サービス従業者 は、指定複合型

規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧 サービスの 提供に当たっては、懇切丁寧

に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療 に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療

養上必要な事項その他サービスの提供の内容等につい 養上必要な事項その他サービスの提供の内容等につい

て、理解しやすいように説明又は必要に応じた指導を て、理解しやすいように説明又は必要に応じた指導を

行うものとする。 行うものとする。

(5) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看 (5) 指定複合型サービス事業者 は、指定複

護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該 合型サービスの 提供に当たっては、当該

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するた 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っ め緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っ

てはならない。 てはならない。

(6) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、前号の (6) 指定複合型サービス事業者 は、前号の

身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理 の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 由を記録しなければならない。

(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、通いサービス (7) 指定複合型サービスは 、通いサービス

の利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続く の利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続く

ものであってはならない。 ものであってはならない。

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者 (8) 指定複合型サービス事業者 は、登録者

が通いサービスを利用していない日においては、可能 が通いサービスを利用していない日においては、可能

な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り

等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために 等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために

適切なサービスを提供しなければならない。 適切なサービスを提供しなければならない。
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(9) 看護サービス（指定看護小規模多機能型居宅介護の (9) 看護サービス（指定複合型サービスの

うち、看護師等が利用者に対して行う療養上の世話又 うち、看護師等が利用者に対して行う療養上の世話又

は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章に は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章に

おいて同じ。）の提供に当たっては、主治の医師との おいて同じ。）の提供に当たっては、主治の医師との

密接な連携により、及び第１９９条第１項に規定する 密接な連携により、及び第１９９条第１項に規定する

看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者の 複合型サービス計画 に基づき、利用者の

心身の機能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わ 心身の機能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わ

なければならない。 なければならない。

(10)及び(11) 略 (10)及び(11) 略

（主治の医師との関係） （主治の医師との関係）

第１９８条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の常 第１９８条 指定複合型サービス事業所 の常

勤の保健師又は看護師は、主治の医師の指示に基づき適 勤の保健師又は看護師は、主治の医師の指示に基づき適

切な看護サービスが提供されるよう、必要な管理をしな 切な看護サービスが提供されるよう、必要な管理をしな

ければならない。 ければならない。

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、看護サー ２ 指定複合型サービス事業者 は、看護サー

ビスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書 ビスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書

で受けなければならない。 で受けなければならない。

３ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医 ３ 指定複合型サービス事業者 は、主治の医

師に看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多 師に複合型サービス計画 及び複合型サービ

機能型居宅介護報告書を提出し、看護サービスの提供に ス報告書 を提出し、看護サービスの提供に

当たって主治の医師との密接な連携を図らなければなら 当たって主治の医師との密接な連携を図らなければなら

ない。 ない。

４ 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又 ４ 当該指定複合型サービス事業所 が病院又

は診療所である場合にあっては、前２項の規定にかかわ は診療所である場合にあっては、前２項の規定にかかわ

らず、第２項の主治の医師の文書による指示及び前項の らず、第２項の主治の医師の文書による指示及び前項の

看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出は、診療記録 複合型サービス報告書 の提出は、診療記録

への記載をもって代えることができる。 への記載をもって代えることができる。

（看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機 （複合型サービス計画 及び複合型サービス

能型居宅介護報告書の作成） 報告書 の作成）

第１９９条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管 第１９９条 指定複合型サービス事業所 の管

理者は、介護支援専門員に看護小規模多機能型居宅介護 理者は、介護支援専門員に複合型サービス計画

計画の作成に関する業務を、看護師等（准看護師を除 の作成に関する業務を、看護師等（准看護師を除

く。第９項において同じ。）に看護小規模多機能型居宅 く。第９項において同じ。）に複合型サービス報告書

介護報告書の作成に関する業務を担当させるものとす の作成に関する業務を担当させるものとす

る。 る。

２ 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画 ２ 介護支援専門員は、複合型サービス計画

の作成に当たっては、看護師等と密接な連携を図りつつ の作成に当たっては、看護師等と密接な連携を図りつつ

行わなければならない。 行わなければならない。

３ 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画 ３ 介護支援専門員は、複合型サービス計画

の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会 の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会
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が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保 が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保

されるものとなるように努めなければならない。 されるものとなるように努めなければならない。

４ 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びそ ４ 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びそ

の置かれている環境を踏まえて、他の看護小規模多機能 の置かれている環境を踏まえて、他の複合型サービス従

型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を 業者 と協議の上、援助の目標、当該目標を

達成するための具体的なサービスの内容等を記載した看 達成するための具体的なサービスの内容等を記載した複

護小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、こ 合型サービス計画 を作成するとともに、こ

れを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案 れを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案

し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サ し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サ

ービスを組み合わせた看護及び介護を行わなくてはなら ービスを組み合わせた看護及び介護を行わなくてはなら

ない。 ない。

５ 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画 ５ 介護支援専門員は、複合型サービス計画

の作成に当たっては、その内容について利用者又はその の作成に当たっては、その内容について利用者又はその

家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならな 家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならな

い。 い。

６ 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画 ６ 介護支援専門員は、複合型サービス計画

を作成した際には、当該看護小規模多機能型居宅介護計 を作成した際には、当該複合型サービス計画

画を利用者に交付しなければならない。 を利用者に交付しなければならない。

７ 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画 ７ 介護支援専門員は、複合型サービス計画

の作成後においても、常に看護小規模多機能型居宅介護 の作成後においても、常に複合型サービス計画

計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行 の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行

い、必要に応じて看護小規模多機能型居宅介護計画の変 い、必要に応じて複合型サービス計画 の変

更を行う。 更を行う。

８ 第２項から第６項までの規定は、前項に規定する看護 ８ 第２項から第６項までの規定は、前項に規定する複合

小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用する。 型サービス計画 の変更について準用する。

９ 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した ９ 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した

看護小規模多機能型居宅介護報告書を作成しなければな 複合型サービス報告書 を作成しなければな

らない。 らない。

10 前条第４項の規定は、看護小規模多機能型居宅介護報 10 前条第４項の規定は、複合型サービス報告書

告書の作成について準用する。 の作成について準用する。

（緊急時等の対応） （緊急時等の対応）

第２００条 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、現に 第２００条 複合型サービス従業者 は、現に

指定看護小規模多機能型居宅介護の提供を行っていると 指定複合型サービスの 提供を行っていると

きに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合 きに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合

は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置 は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置

を講じなければならない。 を講じなければならない。

２ 前項の看護小規模多機能型居宅介護従業者が看護職員 ２ 前項の複合型サービス従業者 が看護職員

である場合にあっては、必要に応じて臨時応急の手当て である場合にあっては、必要に応じて臨時応急の手当て

を行わなければならない。 を行わなければならない。

（記録の整備） （記録の整備）
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第２０１条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、 第２０１条 指定複合型サービス事業者 は、

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 おかなければならない。

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に ２ 指定複合型サービス事業者 は、利用者に

対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する 対する指定複合型サービスの 提供に関する

次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年 次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年

間保存しなければならない。 間保存しなければならない。

(1) 略 (1) 略

(2) 看護小規模多機能型居宅介護計画 (2) 複合型サービス計画

(3)及び(4) 略 (3)及び(4) 略

(5) 第１９９条第９項に規定する看護小規模多機能型居 (5) 第１９９条第９項に規定する複合型サービス報告書

宅介護報告書

(6)～(10) 略 (6)～(10) 略

（準用） （準用）

第２０２条 第９条から第１３条まで、第２０条、第２２ 第２０２条 第９条から第１３条まで、第２０条、第２２

条、第２８条、第３４条から第３８条まで、第４０条、 条、第２８条、第３４条から第３８条まで、第４０条、

第４１条、第７２条、第７４条、第７７条、第８７条か 第４１条、第７２条、第７４条、第７７条、第８７条か

ら第９０条まで、第９３条から第９５条まで、第９７ ら第９０条まで、第９３条から第９５条まで、第９７

条、第９８条及び第１００条から第１０６条の規定は、 条、第９８条及び第１００条から第１０６条の規定は、

指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用す 指定複合型サービスの 事業について準用す

る。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規 る。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規

定する運営規程」とあるのは「第２０２条において準用 定する運営規程」とあるのは「第２０２条において準用

する第１００条に規定する重要事項に関する規程」と、 する第１００条に規定する重要事項に関する規程」と、

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの

は「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第３４条 は「複合型サービス従業者 」と、第３４条

中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ 中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

り、第７４条第３項中「認知症対応型通所介護従業者」 り、第７４条第３項中「認知症対応型通所介護従業者」

とあり、並びに第８９条及び第９７条第３項中「小規模 とあり、並びに第８９条及び第９７条第３項中「小規模

多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機 多機能型居宅介護従業者」とあるのは「複合型サービス

能型居宅介護従業者」と、第１０６条中「第８２条第６ 従業者 」と、第１０６条中「第８２条第６

項 」とあるのは「第１９１条第７項各号」と読み替 項各号」とあるのは「第１９１条第７項各号」と読み替

えるものとする。 えるものとする。



- 23 -

向日市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例の一部改正（第２条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（設備及び備品等） （設備及び備品等）

第７条 略 第７条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用

し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防認知症

対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限

る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提供

の開始前に当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業者に係る指定を行った市長に届け出るも

のとする。

５ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事 ４ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者 業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予 の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認 防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一 知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定地域密着型 体的に運営されている場合については、指定地域密着型

サービス基準条例第６３条第１項から第３項までに規定 サービス基準条例第６３条第１項から第３項までに規定

する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項か する設備に関する基準を満たすことをもって、前３項

ら第３項までに規定する基準を満たしているものとみな に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。 すことができる。

（従業者の員数） （従業者の員数）

第８条 指定認知症対応型共同生活介護事業所（指定地域 第８条 指定認知症対応型共同生活介護事業所（指定地域

密着型サービス基準条例第１１０条第１項に規定する指 密着型サービス基準条例第１１０条第１項に規定する指

定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同 定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同

じ。）若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護 じ。）若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所（第７１条第１項に規定する指定介護予防認知症 事業所（第７１条第１項に規定する指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同 対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同

じ。）の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設 じ。）の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設

（指定地域密着型サービス基準条例第１２９条第１項に （指定地域密着型サービス基準条例第１２９条第１項に

規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条及び第４ 規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条及び第４

４条第６項 において同じ。）若しくは指定地域密 ４条第６項第２号において同じ。）若しくは指定地域密
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着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準条 着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準条

例第１５０条第１項に規定する指定地域密着型介護老人 例第１５０条第１項に規定する指定地域密着型介護老人

福祉施設をいう。次条及び第４４条第６項 におい 福祉施設をいう。次条及び第４４条第６項第３号におい

て同じ。）の食堂若しくは共同生活室において、これら て同じ。）の食堂若しくは共同生活室において、これら

の事業所又は施設の利用者、入居者又は入所者とともに の事業所又は施設の利用者、入居者又は入所者とともに

行う指定介護予防認知症対応型通所介護（以下「共用型 行う指定介護予防認知症対応型通所介護（以下「共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護」という。）の事業 指定介護予防認知症対応型通所介護」という。）の事業

を行う者（以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所 を行う者（以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下 介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」と 「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」と

いう。）に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該 いう。）に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該

入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定介護予防認 入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護の利用者（当該共用型指定介護予防 知症対応型通所介護の利用者（当該共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型 認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型

通所介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第６ 通所介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第６

４条第１項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護 ４条第１項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護

事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、か 事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、か

つ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と つ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と

共用型指定認知症対応型通所介護（同項に規定する共用 共用型指定認知症対応型通所介護（同項に規定する共用

型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事 型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場 業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合にあっては、当該事業所における共用型指定介護予防 合にあっては、当該事業所における共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護又は共用型指定認知症対応型通所 認知症対応型通所介護又は共用型指定認知症対応型通所

介護の利用者。次条において同じ。）の数を合計した数 介護の利用者。次条において同じ。）の数を合計した数

について、第７１条又は指定地域密着型サービス基準条 について、第７１条又は指定地域密着型サービス基準条

例第１１０条、第１３０条若しくは第１５１条の規定を 例第１１０条、第１３０条若しくは第１５１条の規定を

満たすために必要な数以上とする。 満たすために必要な数以上とする。

２ 略 ２ 略

（利用定員等） （利用定員等）

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

の利用定員（当該共用型指定介護予防認知症対応型通所 の利用定員（当該共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所において同時に共用型指定介護予防認知症対 介護事業所において同時に共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の 応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の

上限をいう。）は、指定認知症対応型共同生活介護事業 上限をいう。）は、指定認知症対応型共同生活介護事業

所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に 所、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

おいては共同生活住居（法第８条第１９項又は法第８条

の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をい

う。）ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密 、指定地域密着型特定施設又は指定地域密

着型介護老人福祉施設においては施設ごとに１日当たり 着型介護老人福祉施設 ごとに１日当たり

３人以下とする。 ３人以下とする。
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２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、 ２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、

指定居宅サービス（法第４１条第１項に規定する指定居 指定居宅サービス（法第４１条第１項に規定する指定居

宅サービスをいう。）、指定地域密着型サービス（法第 宅サービスをいう。）、指定地域密着型サービス（法第

４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービスを ４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービスを

いう。）、指定居宅介護支援（法第４６条第１項に規定 いう。）、指定居宅介護支援（法第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援をいう。）、指定介護予防サービ する指定居宅介護支援をいう。）、指定介護予防サービ

ス（法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービス ス（法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービス

をいう。）、指定地域密着型介護予防サービス若しくは をいう。）、指定地域密着型介護予防サービス若しくは

指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定する指定介 指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定する指定介

護予防支援をいう。）の事業又は介護保険施設（法第８ 護予防支援をいう。）の事業又は介護保険施設（法第８

条第２４項に規定する介護保険施設をいう。）若しくは 条第２４項に規定する介護保険施設をいう。）若しくは

指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正す 指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正す

る法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２ る法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２

第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた 第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた

同法第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項第 同法第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項第

３号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第４４ ３号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第４４

条第６項 において同じ。）の運営（第４４条第７ 条第６項第４号において同じ。）の運営（第４４条第７

項において「指定居宅サービス事業等」という。）につ 項において「指定居宅サービス事業等」という。）につ

いて３年以上の経験を有する者でなければならない。 いて３年以上の経験を有する者でなければならない。

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握）

第１６条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、 第１６条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、

指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たって 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たって

は、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービ は、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービ

ス担当者会議（向日市指定介護予防支援等の事業の人員 ス担当者会議（指定介護予防支援等の事業の人員及び運

及び運営に関する基準等を定める条例（平成２７年条例 営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

第 号。以下「指定介護予防支援等基準条例」とい 果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省

う。）第３１条 令第３７号。以下「指定介護予防支援等基準」という。

第９号に規定するサービ ）第３０条 第９号に規定するサービ

ス担当者会議をいう。以下この章において同じ。）等を ス担当者会議をいう。以下この章において同じ。）等を

通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、 通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、

他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の 他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の

把握に努めなければならない。 把握に努めなければならない。

（事故発生時の対応） （事故発生時の対応）

第３７条 略 第３７条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第７条

第４項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合

は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じ

なければならない。
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（従業者の員数等） （従業者の員数等）

第４４条 略 第４４条 略

２～５ 略 ２～５ 略

６ 次の表の左欄に掲げる ６ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に次の各

場合にお 号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合にお

いて、前各項に定める人員に関する基準を満たす介護予 いて、前各項に定める人員に関する基準を満たす介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中 防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号

欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を

置いているときは、同表の右欄に掲げる当該介護予防小 置いているときは、 当該介護予防小

規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施 規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号 に掲げる施

設等の職務に従事することができる。 設等の職務に従事することができる。

(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(2) 指定地域密着型特定施設

(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(4) 指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律

第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床

を有する診療所であるものに限る。）

当該指定介護予防 指定認知症対応型共同 介護職員

小規模多機能型居 生活介護事業所、指定

宅介護事業所に中 地域密着型特定施設、

欄に掲げる施設等 指定地域密着型介護老

のいずれかが併設 人福祉施設又は指定介

されている場合 護療養型医療施設（医

療法（昭和２３年法律

第２０５号）第７条第

２項第４号に規定する

療養病床を有する診療

所 で あ る も の に 限

る。）

当該指定介護予防 前項中欄に掲げる施設 看護師又は

小規模多機能型居 等、指定居宅介護サー 准看護師

宅介護事業所の同 ビスの事業を行う事業

一敷地内に中欄に 所、指定定期巡回・随

掲げる施設等のい 時対応型訪問介護看護

ずれかがある場合 事業所、指定認知症対

応型通所介護事業所、

指定介護老人福祉施設

又は介護老人保健施設

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予 ７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所（指定介護予防小規模 防小規模多機能型居宅介護事業所（指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事 多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事

業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３ 業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３

年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅 年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者 介護事業者又は指定複合型サービス事業者
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（指定地域密着型サービス基準条例第１９１条第１項に （指定地域密着型サービス基準条例第１９１条第１項に

規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をい 規定する指定複合型サービス事業者 をい

う。）により設置される当該指定介護予防小規模多機能 う。）により設置される当該指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居 型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業 宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所

所（同項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事 （同項に規定する指定複合型サービス事業所

業所をいう。）であって当該指定介護予防小規模多機能 をいう。）であって当該指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型 型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下「本体事業 居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下「本体事業

所」という。）との密接な連携の下に運営されるものを 所」という。）との密接な連携の下に運営されるものを

いう。以下同じ。）に置くべき訪問サービスの提供に当 いう。以下同じ。）に置くべき訪問サービスの提供に当

たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者について たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者について

は、本体事業所の職員により当該サテライト型指定介護 は、本体事業所の職員により当該サテライト型指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適 予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適

切に行われると認められるときは、１人以上とすること 切に行われると認められるときは、１人以上とすること

ができる。 ができる。

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予 ８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び 防小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び

深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行 深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行

う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規 う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者又は複合型サ

模多機能型居宅介護従業者（指定地域密着型サービス基 ービス従業者 （指定地域密着型サービス基

準条例第１９１条第１項に規定する看護小規模多機能型 準条例第１９１条第１項に規定する複合型サービス従業

居宅介護従業者をいう。）により当該サテライト型指定 者 をいう。）により当該サテライト型指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇

が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の

時間帯を通じて宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型 時間帯を通じて宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型

居宅介護従業者を置かないことができる。 居宅介護従業者を置かないことができる。

９ 略 ９ 略

10 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録 10 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録

者に係る指定介護予防サービス等（法第８条の２第１８ 者に係る指定介護予防サービス等（法第８条の２第１８

項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同 項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同

じ。）の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居 じ。）の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居

宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置か 宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置か

なければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利 なければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利

用者の処遇に支障がない場合は、当該介護予防小規模多 用者の処遇に支障がない場合は、当該介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該介 機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第６項 護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第６項

の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 各号

に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合

の項の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができ に掲げる施設等の職務に従事することができ
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る。 る。

11～13 略 11～13 略

（管理者） （管理者）

第４５条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者 第４５条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければな 専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければな

らない。ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護 らない。ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防小 事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は 規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設 当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設

する前条第６項の表の当該指定介護予防小規模多機能型 する前条第６項各号

居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設

されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、 に掲げる施設等の職務若しく

同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 は同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所（指定地域密着型サービス基準条例第６条第１項 事業所（指定地域密着型サービス基準条例第６条第１項

に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所をいう。以下同じ。）の職務（当該指定定期巡回・随 所をいう。以下同じ。）の職務（当該指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時 時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業者（指定地域密着型サービス基 対応型訪問介護看護事業者（指定地域密着型サービス基

準条例第６条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応 準条例第６条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業者をいう。）が、指定夜間対応型訪 型訪問介護看護事業者をいう。）が、指定夜間対応型訪

問介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第４７ 問介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第４７

条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をい 条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をい

う。）、指定訪問介護事業者（指定居宅サービス等の事 う。）、指定訪問介護事業者（指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生 業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生

省令第３７号。以下「指定居宅サービス等基準」とい 省令第３７号。以下「指定居宅サービス等基準」とい

う。）第５条第１項に規定する指定訪問介護事業者をい う。）第５条第１項に規定する指定訪問介護事業者をい

う。以下同じ。）又は指定訪問看護事業者（指定居宅サ う。以下同じ。）又は指定訪問看護事業者（指定居宅サ

ービス等基準第６０条第１項に規定する指定訪問看護事 ービス等基準第６０条第１項に規定する指定訪問看護事

業者をいう。）の指定を併せて受け、一体的な運営を行 業者をいう。）の指定を併せて受け、一体的な運営を行

っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。） っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。）

若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防

・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１

号介護予防支援事業を除く。）に従事することができる に従事することができる

ものとする。 ものとする。

２ 略 ２ 略

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサ ３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサ

ービスセンター（老人福祉法第２０条の２の２に規定す ービスセンター（老人福祉法第２０条の２の２に規定す

る老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。）、介 る老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。）、介

護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業 護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業
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所、指定複合型サービス事業所（指定地域密着型サービ 所、指定複合型サービス事業所

ス基準条例第１９３条に規定する指定複合型サービス事

業所をいう。次条において同じ。）、指定介護予防小規 、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等 模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等

（介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定め （介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定め

る者をいう。次条、第７２条第２項及び第７３条におい る者をいう。次条、第７２条第２項及び第７３条におい

て同じ。）として３年以上認知症である者の介護に従事 て同じ。）として３年以上認知症である者の介護に従事

した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定め した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定め

る研修を修了しているものでなければならない。 る研修を修了しているものでなければならない。

（登録定員及び利用定員） （登録定員及び利用定員）

第４７条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 第４７条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

は、その登録定員（登録者の数（当該指定介護予防小規 は、その登録定員（登録者の数（当該指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介 模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介

護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規 護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介 模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されて 護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合にあっては、登録者の数及び指定地域密着型サ いる場合にあっては、登録者の数及び指定地域密着型サ

ービス基準条例第８５条第１項に規定する登録者の数の ービス基準条例第８５条第１項に規定する登録者の数の

合計数）の上限をいう。以下この章において同じ。）を 合計数）の上限をいう。以下この章において同じ。）を

２９人（サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅 ２５人（サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所にあっては、１８人）以下とする。 介護事業所にあっては、１８人）以下とする。

２ 略 ２ 略

(1) 通いサービス 登録定員の２分の１から１５人（登 (1) 通いサービス 登録定員の２分の１から１５人（

録定員が２５人を超える指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の

表に定める利用定員、サテライト型指定介護予防小規 サテライト型指定介護予防小規模多機

模多機能型居宅介護事業所にあっては、１２人）まで 能型居宅介護事業所にあっては、１２人）まで

登録定員 利用定員

２６人又は２７人 １６人

２８人 １７人

２９人 １８人

(2) 略 (2) 略

（居住機能を担う併設施設等への入居） （居住機能を担う併設施設等への入居）

第６３条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者 第６３条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

は、可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続 は、可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続

できるよう支援することを前提としつつ、利用者が第４ できるよう支援することを前提としつつ、利用者が第４

４条第６項 に掲げる施設等その他の施設へ入所等を ４条第６項各号に掲げる施設等その他の施設へ入所等を
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希望した場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行える 希望した場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行える

よう、必要な措置を講じるよう努めるものとする。 よう、必要な措置を講じるよう努めるものとする。

（準用） （準用）

第６５条 第１１条から第１５条まで、第２１条、第２３ 第６５条 第１１条から第１５条まで、第２１条、第２３

条、第２４条、第２６条、第２８条、第３１条から第３ 条、第２４条、第２６条、第２８条及び第３１条から第

６条まで、第３７条（第４項を除く。）及び第３８条の ３８条まで の

規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業に 規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第１１条第１項中 ついて準用する。この場合において、第１１条第１項中

「第２７条に規定する運営規程」とあるのは「第５７条 「第２７条に規定する運営規程」とあるのは「第５７条

に規定する重要事項に関する規程」と、「介護予防認知 に規定する重要事項に関する規程」と、「介護予防認知

症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模 症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者」と、第２６条第２項中「この 多機能型居宅介護従業者」と、第２６条第２項中「この

節」とあるのは「第３章第４節」と、第２８条第３項及 節」とあるのは「第３章第４節」と、第２８条第３項及

び第３２条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」 び第３２条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」

とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」 とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」

と読み替えるものとする。 と読み替えるものとする。

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方 （指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方

針） 針）

第６６条 略 第６６条 略

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、自ら ２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、自ら

その提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の質 その提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の質

の評価を行い の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を

、それらの結果を公表し、常にその改善を図らな 受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らな

ければならない。 ければならない。

３～５ 略 ３～５ 略

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方 （指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方

針） 針）

第６７条 略 第６７条 略

(1) 略 (1) 略

(2) 介護支援専門員は、前号に規定する利用者の日常生 (2) 介護支援専門員は、前号に規定する利用者の日常生

活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防支援 活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防支援

等基準条例第３１条各号に掲げる具体的取組方針及び 等基準第３０条 各号に掲げる具体的取組方針及び

指定介護予防支援等基準条例第３２条各号に掲げる留 指定介護予防支援等基準第３１条 各号に掲げる留

意点に沿って、指定介護予防サービス等の利用に係る 意点に沿って、指定介護予防サービス等の利用に係る

計画を作成するものとする。 計画を作成するものとする。

(3)～(15) 略 (3)～(15) 略

第７０条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介 第７０条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介

護予防認知症対応型共同生活介護（以下「指定介護予防 護予防認知症対応型共同生活介護（以下「指定介護予防

認知症対応型共同生活介護」という。）の事業は、その 認知症対応型共同生活介護」という。）の事業は、その

認知症である利用者が可能な限り共同生活住居（法第８ 認知症である利用者が可能な限り共同生活住居（法第８
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条の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をい 条の２第１７項に規定する共同生活を営むべき住居をい

う。以下同じ。）において、家庭的な環境と地域住民と う。以下同じ。）において、家庭的な環境と地域住民と

の交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常 の交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常

生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の 生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の

心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の 心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の

維持又は向上を目指すものでなければならない。 維持又は向上を目指すものでなければならない。

第７４条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 第７４条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

は、共同生活住居を有するものとし、その数は１又は２ は、共同生活住居を有するものとし、その数は１又は２

とする。ただし、指定介護予防認知症対応型共同生活介 とする。

護事業所に係る用地の確保が困難であることその他地域

の実情により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業所の効率的運営に必要と認められる場合は、一の事業

所における共同生活住居の数を３とすることができる。

２～７ 略 ２～７ 略

（準用） （準用）

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第１５条、第 第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第１５条、第

２３条、第２４条、第２６条、第３１条から第３４条ま ２３条、第２４条、第２６条、第３１条から第３４条ま

で、第３６条、第３７条（第４項を除く。）、第３８ で、第３６条から第３８条まで

条、第５６条、第５９条、第６１条及び第６２条の規定 、第５６条、第５９条、第６１条及び第６２条の規定

は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業につ は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第１１条第１項中 いて準用する。この場合において、第１１条第１項中

「第２７条に規定する運営規程」とあるのは「第８０条 「第２７条に規定する運営規程」とあるのは「第８０条

に規定する重要事項に関する規程」と、「介護予防認知 に規定する重要事項に関する規程」と、「介護予防認知

症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」 症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第２６条第２項中「この節」とあるのは「第４章第 と、第２６条第２項中「この節」とあるのは「第４章第

４節」と、第３２条中「介護予防認知症対応型通所介護 ４節」と、第３２条中「介護予防認知症対応型通所介護

従業者」とあるのは「介護従業者」と、第５６条中「介 従業者」とあるのは「介護従業者」と、第５６条中「介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介 護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介

護従業者」と、第５９条中「指定介護予防小規模多機能 護従業者」と、第５９条中「指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対 型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者」と、第６２条第１項中「介護 応型共同生活介護事業者」と、第６２条第１項中「介護

予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」 予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」

とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護につい とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護につい

て知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービ て知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービ

スの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と スの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と

読み替えるものとする。 読み替えるものとする。


